
二
十
七
の
六

特

定
特
殊
自
動
車

排
出
ガ
ス
の
規

制
等
に
関
す
る

法
律(
平
成
一

七
年
法
律
第
五

一
号)
の
施
行

事
務 号

外�
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

１

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
命

令
２

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

３

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
徴
収

１

所
長
決
裁
事
項
を
除
く
法
の
施
行

に
関
す
る
事
務

目

次

訓

令

甲

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
及
び
第
十
四
条
中｢

現
代
陶
芸
美
術
館｣

の
下
に｢

、
図
書
館
、
博
物
館｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
県
事
務
所
の
表
二
十
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号

と
し
、
同
表
二
十
七
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日



六
十

地
域
の
自

主
性
及
び
自
立

性
を
高
め
る
た

め
の
改
革
の
推

進
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る

法
律(

平
成
二

八
年
法
律
第
四

七
号)

附
則
第

五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
第
十
二
条

の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
工
場

立
地
法(

昭
和

三
四
年
法
律
第

二
四
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い

て｢

旧
法｣

と

い
う
。)

の
施

行
事
務

１

旧
法
第
九
条
第
一
項
の
勧

告
２

旧
法
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
命
令

３

旧
法
第
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
期
間
の
短
縮

五

削
除

別
表
第
二
県
事
務
所
の
表
六
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
県
税
事
務
所
及
び
自
動
車
税
事
務
所
の
表
三
の
項
中｢

施
行
事
務｣

の
下
に｢(
自
動
車

税
事
務
所
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
別
表
第
二
保
健
所
及
び
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
一
の
表
二
十
九

の
項
中｢

昭
和
二
五
年
法
律
第
一
二
三
号)｣

の
下
に｢

及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
二
五
年
政
令
第
一
五
五
号)｣

を
加
え
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号

中

｢

法｣

の
下
に

｢

及
び
施
行
令｣

を
加
え
、
別
表
第
二
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
中

｢

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律｣

の
下
に｢

及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

を
加
え
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

法｣

の
下
に｢

及
び
施

行
令｣

を
加
え
、
別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
二
十
九
号

を
第
三
十
四
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
七
号
を
第
十

八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

19

法
第
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
の
延
長

20

法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
又
は
一
時
保
護
の
委
託

21

法
第
三
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護

22

法
第
三
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
延
長
者
の
一
時
保
護
又
は
一
時
保
護
の
委
託

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、

第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

15

法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
者
へ
の
措
置

別
表
第
二
農
林
事
務
所
の
表
二
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
眠

農
事
組
合
法
人
が
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の
届
出
を
す
べ
き
旨
の
官
報
へ
の
掲
載

別
表
第
二
農
林
事
務
所
の
表
二
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
を
第

九
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

７

法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
眠

農
事
組
合
法
人
か
ら
の
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の
届
出
の
受
付

８

法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

を
し
た
旨
の
通
知

別
表
第
二
農
林
事
務
所
の
表
十
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
十
条｣

を｢

第
十
条
第

一
項
又
は
第
三
項｣

に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中｢

第
十
九
条｣

を｢

第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項｣

に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中｢

第
二
十
四
条｣

を｢

第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項｣

に
改
め
、
同
欄

中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
の
森
林
経
営
規
程
の
設
定
等
の
承
認

別
表
第
二
土
木
事
務
所
の
表
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
土
木
事
務
所
の
表
十
八
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
二
号
中｢

変
更
認
可｣

を｢

変
更
の

認
可｣

に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中｢

第
二
十
二
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
四

号
中｢

第
二
十
三
条
第
一
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
五
号
中｢

第
二
十
三
条

第
二
項
の｣

の
下
に｢
規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
六
号
中｢

第
二
十
六
条
の｣

の
下
に｢

規
定

に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
七
号
中｢

第
三
十
一
条
の｣

を｢

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成29年４月１日 ( )２



一

都
市
公
園
法

(

昭
和
三
一
年

法
律
第
七
九
号)

及
び
岐
阜
県
都

市
公
園
条
例

事
務
の
種
類

一

岐
阜
県
図
書

館
条
例(

平
成

二
三
年
条
例
第

四
〇
号)

の
施

行
事
務

事
務
の
種
類

十
六

削
除

１

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
岐
阜
県
百
年
公
園

(

博
物
館
に
係
る
区
域
に
限

る
。
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま

で
に
お
い
て
同
じ
。)

に
お

所
長
決
裁
事
項

１

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ

る
使
用
料
の
前
納
の
特
例
の

承
認
、
返
還
及
び
免
除

所
長
決
裁
事
項

課
長
専
決
事
項

課
長
専
決
事
項

に
改
め
、
同
欄
第
八
号
中｢

第
三
十
五
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の｣

を｢

第
三
十
五
条
第
一
号

及
び
第
二
号
に
規
定
す
る｣

に
改
め
、
同
欄
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
欄
第
十
号
中｢

第
三

十
八
条｣
を｢

第
三
十
八
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
欄
第
九
号
中｢

第

三
十
七
条｣
を｢
第
三
十
七
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

９

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
市
町
村
長
へ
の
通
報

別
表
第
二
土
木
事
務
所
の
表
十
八
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
二
十
条
第
二
項
の｣

の

下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
四
号
中｢

第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の｣

を｢

第
三

十
四
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
五
号
と
し
、
同
欄
第
三
号
中

｢

第
三
十
三
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
四
号
と
し
、
同
欄
第
二
号
中

｢

第
二
十
四
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣
を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
三
号
と
し
、
同
欄
第
一
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

２

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理

別
表
第
二
土
木
事
務
所
の
表
二
十
三
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
二
号
を
削
り
、
別
表
第
二
建
築
事

務
所
の
表
二
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
二
号
中｢

第
百
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の｣

の
下
に｢

規
定

に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
欄
第
十
一
号
中｢

第
四
条
第
一
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
十
二
号
と
し
、
同
欄
第
十
号
中｢

第
二
十
八
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
欄
第
九
号
中｢

第
二
項
た
だ
し

書
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
欄
第
八
号
中｢

第
二
十
二

条
た
だ
し
書
の｣

の
下
に

｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
九
号
と
し
、
同
欄
第
七
号
中

｢

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
八
号
と
し
、
同

欄
第
六
号
中｢

第
十
条
の｣

を｢

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
七
号
と

し
、
同
欄
第
五
号
中｢

第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
六
号
と
し
、
同
欄
第
四
号
中｢

第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
た
だ
し

書
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
五
号
と
し
、
同
欄
第
三
号
中｢

第
百
四
十

四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ホ
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
四
号
と
し
、
同

欄
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
移
転
の
認
定

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
二
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
九
条
第
十
三
項
の｣

の
下

に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
表
三
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第

二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
一
号
中｢

第
六
号｣

を｢

第
七
号｣

に
、

｢

第
十
一
号｣

を｢

第
十
二
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
号
と
し
、
同
欄
に
第
一
号
と
し
て
、
次

の
一
号
を
加
え
る
。

１

法
第
三
十
四
条
第
十
四
号
の
開
発
審
査
会
へ
の
付
議

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
三
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

15

施
行
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
ホ
の
開
発
審
査
会
へ
の
付
議

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
十
八
の
項
中｢

法
律
第
八
四
号)｣

の
下
に｢

及
び
都
市
の
低
炭
素
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
四
年
省
令
第
八
六
号)｣

を
加
え
、
同
項
所
長
決
裁
事
項

の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

８

規
則
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
十
九
の
項
中｢

法
律
第
五
三
号)｣

の
下
に｢

及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
八
年
法
律
第
五
号)｣

を
加
え
、
同
項
所

長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

法｣

の
下
に｢

及
び
施
行
規
則｣

を
加
え
、
別
表
第
二
現
代
陶
芸
美
術

館
の
表
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

図
書
館

博
物
館
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一

岐
阜
県
高
山

陣
屋
入
場
料
徴

事
務
の
種
類

二

岐
阜
県
博
物

館
条
例(

昭
和

五
一
年
条
例
第

八
号)

の
施
行

事
務

(

昭
和
三
七
年

岐
阜
県
条
例
第

四
一
号)

の
施

行
事
務

１

条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
入
場
料
の
前
納
の
特
例
の

所
長
決
裁
事
項

１

条
例
第
六
条(

条
例
第
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る

入
館
料
の
前
納
の
特
例
の
承

認
、
返
還
及
び
免
除

け
る
公
園
施
設(

法
第
二
条

第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
も

の
に
限
る
。)

の
設
置
等
の

許
可
又
は
変
更
の
許
可

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
前
号
の
許
可
に

係
る
監
督
処
分

３

条
例
第
四
条
第
一
項
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜

県
百
年
公
園
に
お
け
る
行
為

の
制
限
の
許
可
又
は
変
更
の

許
可

４

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ

る
岐
阜
県
百
年
公
園
の
利
用

の
禁
止
又
は
制
限

５

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
岐
阜
県
百
年
公
園

の
利
用
の
許
可

６

条
例
第
十
条
第
三
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県

百
年
公
園
の
使
用
料
の
返
還

７

条
例
第
十
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
岐
阜
県
百
年
公
園

の
使
用
料
の
免
除

８

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
百
年
公
園
の
監

督
処
分

課
長
専
決
事
項

収
条
例(

昭
和

五
五
年
条
例
第

一
二
号)

の
施

行
事
務

承
認
、
返
還
及
び
免
除

高
山
陣
屋
管
理
事
務
所

別
表
第
二
流
域
浄
水
事
務
所
の
表
十
二
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
二
十
一
条
の
二
第

一
項｣

を｢

第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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